
（対象施設へ）

周知文書及び申請書類等を送付

（対象施設より） （対象施設より）

専用の電話番号及びメールにより 紙提出　　：申請書類受領

問合せ受付 メール提出：紙出力後受領

月曜～金曜　午前９時～午後５時

問合せ内容及び回答を記録 収受印を押印

毎週月曜日に県へ提供 要綱と照合し、内容を審査

不足があれば補正・追加提出を求める

申請書類一覧表作成

５開庁日以内に県へ書類引渡し

県が交付決定、通知書作成

押印後の通知書を事務局へ提供

封筒への封入作業を行い、

申請者へ交付決定通知書を郵送

県が支払いを実施

（対象施設より）

概算払の場合は実績報告書を提出

報告書を審査し、県へ引き渡し

事務局が仕入税額控除対象者へ

･･･事務局が行う業務 報告書類を郵送

業務フロー図


